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弱
者
い
じ
め
の
厚
生
省

特
定
疾
患
命
年
度
現
在
3
8
疾
患
）

　

患
者
負
担
導
入
も
く
ろ
む

　

厚
生
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
公
衆
衛

生
審
議
会
成
人
病
難
病
対
策
部
会
・
難

病
対
策
専
門
委
員
会
（
黒
川
清
委
員
長

・
東
海
大
学
）
は
、
８
月
2
6
日
、
「
今
後
の

難
病
対
策
の
具
体
的
方
向
に
つ
い
て
」

の
報
告
書
（
２
～
４
頁
参
照
）
を
ま
と

め
、
９
月
８
日
に
開
か
れ
た
公
衆
衛
生

審
議
会
に
報
告
、
了
承
を
得
ま
し
た
。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、
難
病
対
策
2
5
年
間

で
、
特
定
疾
患
の
病
態
の
解
明
や
治
療

尚゛

特

　

乙

Ｓ

ｙ

バ1

　

ｎ]回回口じT7

ご／

-，ｌ

　

切ご∇

ｙ
～
端
０
　
Ｉ
ガ
々
ご
ご

　
　
　
　

飛

　

”

八
万

　
　
　
　

ぶ
奮
励

方
法
の
研
究
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
や

医
学
・
研
究
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
患

者
に
と
っ
て
福
祉
的
側
面
に
も
寄
与
し

成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
し

い
財
政
状
況
の
中
で
事
業
を
維
持
す
る

た
め
に
一
定
の
「
見
直
し
」
を
行
う
必

要
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
「
見
直
し
」
と
は
①
対
象
疾
患

の
取
捨
選
択
、
②
重
症
度
に
応
じ
た
患

者
負
担
率
の
設
定
を
考
慮
に
入
れ
た
重

症
度
基
準
の
導
入
、
③
全
額
公
費
負
担

の
見
直
し
、
の
３
つ
の
選
択
肢
を
挙
げ

患
者
・
家
族
に
厳
し
い
選
択
を
迫
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

対
象
疾
患
が
3
8
と
限
定
さ
れ
、
そ
れ

以
外
の
多
く
の
難
病
患
者
に
自
己
負
担

を
課
し
て
い
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る

と
の
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
対
象
疾
患

の
拡
大
こ
そ
不
公
平
を
解
消
す
る
こ
と

に
繋
が
り
ま
す
。

　

重
症
度
基
準
の
導
入
は
、
３
月
に
発

表
し
た
「
特
定
疾
患
対
策
懇
談
会
」
報

告
で
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

す
べ
て
の
疾
患
に
個
別
の
重
症
度
基
準

を
設
定
す
る
こ
と
は
疾
患
に
よ
っ
て
病

態
が
異
な
る
た
め
困
難
で
あ
り
、
同
一

疾
患
で
あ
っ
て
も
個
人
に
よ
っ
て
格
差

が
あ
る
た
め
設
定
は
困
難
で
す
。

　

現
在
。
ぎ
り
ぎ
り
の
療
養
生
活
を
強

い
ら
れ
て
い
る
患
者
・
家
族
に
と
っ
て

自
己
負
担
の
導
入
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
制
度
導
入
で
受
診
を
手
控

え
る
患
者
も
で
て
き
ま
す
。

　

私
た
ち
が
、
い
ま
強
く
訴
え
る
の
は
、

対
象
疾
患
に
指
定
さ
れ
て
い
よ
う
が
、

指
定
さ
れ
て
い
ま
い
が
、
原
因
の
究
明

や
治
療
法
の
確
立
で
あ
り
、
難
病
患
者

が
安
心
し
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
の
で

き
る
体
制
づ
く
り
で
あ
り
、
総
合
的
難

病
対
策
の
充
実
で
す
。

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
、
全
難
連
と
共
同
行
動
を

取
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
「
共
同
ア

ピ
ー
ル
」
を
発
表
し
、
誰
も
が
参
加
出

来
る
運
動
を
合
言
葉
に
厚
生
大
臣
を
は

じ
め
衆
参
厚
生
委
員
長
あ
て
に
抗
議
ハ

ガ
キ
運
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
今
後

も
共
同
し
て
患
者
会
が
取
り
う
る
あ
ら

ゆ
る
方
法
で
反
対
運
動
を
続
け
て
い
く

こ
と
に
し
ま
す
。
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難
病
対
策
専
門
委
員
会
報
告

今
後
の
具
体
的
方
向
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
告
は
、
一
、

尚

　

調
査
研
究
の
推

進
、
二
、
療
養
環
境
整
備
、
三
、
居
宅

生
活
支
援
事
業
、
四
、
治
療
研
究
事
業

の
見
直
し
、
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
が
、

結
局
、
患
者
負
担
導
入
を
め
ざ
す
「
治

療
研
究
事
業
の
見
直
し
」
が
最
大
の
柱

と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

ま
ず
、
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
は
、

研
究
体
制
の
再
編
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
患
者
・
家
族
に
分
か
り
や
す
い
開

か
れ
た
研
究
体
制
の
整
備
と
は
言
え

ず
、
今
回
の
報
告
で
も
研
究
予
算
の
重

点
配
分
と
い
う
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

次
に
、
療
養
環
境
の
整
備
で
は
、
国

立
病
院
・
療
善
所
等
を
基
幹
施
設
と
し

て
体
制
の
整
備
、
強
化
を
と
言
及
し
て

い
ま
す
が
、
患
者
・
家
族
が
強
く
望
む

地
域
に
お
け
る
患
者
受
け
入
れ
体
制
は

　

「
一
層
の
強
化
」
と
の
言
葉
だ
け
で
は

実
現
性
の
乏
し
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
居
宅
生
活
支
援
事
業
も
、
障

害
等
級
３
級
以
下
や
1
8
歳
未
満
の
難
病

患
者
に
も
拡
大
す
る
と
の
施
策
を
の
ぞ

ﾚ‾畔ｺ

　　

＠

い
て
は
、
在
宅
療
養
患
者
の
現
状
か
ら

か
け
離
れ
た
質
、
量
で
あ
り
、
実
現
性

に
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
記
三
項
目
に
比
べ
、
見
直
し
の
項

で
は
「
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
本
事

業
を
維
持
」
し
「
難
病
対
策
の
総
合
的

な
推
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
」
と
し
て

具
体
的
に
三
つ
の
選
択
肢
を
あ
げ
て
い

ま
す
。
①
対
症
疾
患
の
見
直
し
②
対
象

疾
患
に
お
け
る
重
症
度
の
導
入
③
全
額

公
費
負
担
の
見
直
し
で
す
。

　

患
者
、
家
族
に
対
し
て
、
三
つ
の
選

択
肢
し
か
与
え
ず
①
②
が
い
や
な
ら
患

者
負
担
導
入
と
い
う
の
は
、
「
事
業
の

維
持
」
や
「
難
病
対
策
の
推
進
」
と
大

き
く
か
け
離
れ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
審
議
会
は
「
特
定
疾
患
治
療

研
究
事
業
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
対

象
疾
患
の
見
直
し
及
び
対
象
疾
患
に
お

け
る
重
症
度
基
準
の
導
入
に
つ
い
て
、

引
続
き
研
究
を
重
ね
る
べ
き
で
あ
る
」

と
の
付
帯
意
見
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　

調
査
研
究
の

　

推
進
方
向
に
つ
い
て

①

　

重
点
研
究
の
実
施

　

画
期
的
な
治
療
法
の
開
発
や
難
病
患
者

の
生
活
の
質
（
Ｑ
ｕ
a
l
i
ｔ
ｙ
〇
ｆ
　
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
)
の
大

幅
な
改
善
に
つ
な
が
る
研
究
の
う
ち
で
有

望
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
定
し
、
研
究
期

間
を
定
め
た
う
え
で
予
算
の
重
点
配
分
を

行
う
な
ど
、
難
病
克
服
の
た
め
の
重
点
的

戦
略
研
究
の
実
施
を
図
る
こ
と
。

②

　

研
究
成
果
の
積
極
的
な
情
報
提
供

　

毎
年
の
研
究
成
果
を
分
か
り
易
く
簡
潔

に
と
り
ま
と
め
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
全
国
の
医
療
機
関
の
診
断
・
治

療
水
準
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

併
せ
て
患
者
や
そ
の
家
族
の
要
望
に
応

え
、
さ
ら
に
は
一
般
国
民
の
難
病
に
対
す

る
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
難
病
情
報
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
を
含

め
、
積
極
的
な
情
報
提
供
を
図
る
こ
と
。

③

　

医
薬
品
の
適
応
外
使
用
研
究
に
関
す

　

る
体
制
の
確
立

　

今
後
、
臨
床
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ
の
各

研
究
班
が
医
薬
品
の
適
応
外
使
用
に
よ
る

研
究
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
調
査

結
果
を
踏
ま
え
、
患
者
へ
の
適
切
な
説
明
、

副
反
応
へ
の
迅
速
な
対
応
、
結
果
の
評
価

等
に
つ
い
て
の
体
制
を
確
立
し
、
効
果
的

な
治
療
方
法
の
開
発
に
向
け
た
積
極
的
な

取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
各
研
究
班
を

支
援
す
る
こ
と
。

難
病
患
者
の
療
養
環

境
整
備
に
つ
い
て

　

田
入
院
ま
た
は
入
所
施
設
の

　
　

確
保
対
策

①

　

地
域
に
お
け
る
受
け
入
れ
体
制
の
整

　

備

　

患
者
に
対
す
る
適
切
な
療
養
指
導
体
制

の
確
立
を
含
む
組
織
的
な
入
院
の
受
け
入

れ
体
制
を
地
域
ご
と
に
整
備
す
る
必
要
が

あ
り
、
そ
の
た
め
の
基
幹
的
な
病
院
や
こ

れ
に
準
ず
る
病
院
の
担
う
べ
き
機
能
、
そ

の
確
保
と
連
携
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検

討
し
、
具
体
的
な
施
策
の
構
築
を
図
る
こ

②

　

国
立
病
院
・
療
養
所
の
受
け
入
れ
体

　

制
の
強
化

　

厚
生
省
が
定
め
た
国
立
病
院
・
療
養
所

が
担
う
べ
き
政
策
医
療
と
し
て
、
難
病
の

克
服
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
今
後
と
も
患
者
の
受
け
入
れ
体
制
の

一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

③

　

福
祉
施
設
の
活
用
と
連
携

　

特
定
疾
患
患
者
の
約
口
　
　
パ
ー
セ
ン
ト
が

身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
者
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
お
け

る
受
け
入
れ
（
必
要
に
応
じ
た
入
院
医
療
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確
保
の
た
め
の
病
院
と
の
連
携
体
制
を
含

む
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

④

　

診
療
報
酬
に
お
け
る
支
援
措
置

　

平
成
６
年
度
以
降
、
診
療
報
酬
に
お
い

て
特
定
疾
患
患
者
等
に
対
す
る
各
種
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
、
①
及
び
②
の
対
策
を
支

援
す
る
上
か
ら
、
そ
の
一
層
の
充
実
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
。

　

②

　

地
域
に
根
ざ
し
た
在
宅

　
　

療
養
の
支
援
対
策

①

　

保
健
所
に
お
け
る
調
整
機
能
及
び
普

　

及
・
啓
発
機
能
の
充
実

　

現
在
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
及
び
医

療
機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
各
種

サ
ー
ビ
ス
を
重
症
難
病
患
者
へ
効
率
的
に

提
供
す
る
た
め
、
保
健
所
が
担
う
べ
き
総

合
的
な
調
整
機
能
の
充
実
を
図
る
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特

に
、
保
健
と
福
祉
及
び
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
医
療
機
関
と
の
密
接
な
連
携

に
配
慮
す
る
こ
と
。

②

　

難
病
対
策
に
お
け
る
都
道
府
県
以
外

　

の
保
健
所
の
位
置
づ
け

　

従
来
、
難
病
患
者
地
域
保
健
医
療
推
進

事
業
は
、
都
道
府
県
へ
の
補
助
事
業
と
し

て
都
道
府
県
の
保
健
所
を
中
心
に
行
わ
れ

て
き
た
が
、
地
域
に
根
ざ
し
た
在
宅
療
養

支
援
対
策
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
市

及
び
区
が
設
置
す
る
保
健
所
を
難
病
対
策

の
実
施
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が

あ
る
。

③

　

難
病
患
者
地
域
保
健
医
療
推
進
事
業

　

の
見
直
し

　

保
健
所
に
よ
る
医
療
相
談
事
業
に
つ
い

て
は
、
特
定
会
場
に
お
け
る
専
門
家
を
招

い
て
の
医
療
相
談
に
加
え
、
移
動
が
困
難

な
重
症
患
者
に
対
す
る
訪
問
相
談
の
充
実

を
図
る
必
要
が
あ
る
。
人
材
の
確
保
策
と

し
て
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支

援
及
び
地
域
の
患
者
団
体
と
の
協
力
等
が

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
施
策
と
し

て
の
具
体
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

④

　

難
病
情
報
セ
ン
タ
ー
の
充
実

　

最
終
報
告
の
提
言
に
基
づ
き
、
「
健
康

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
」
に
難
病

情
報
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
開
設
さ
れ
、
難

病
情
報
セ
ン
タ
ー
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
は
、
最
新
の

医
学
情
報
の
提
供
に
努
め
る
と
と
も
に
、

患
者
や
地
方
の
行
政
機
関
の
職
員
等
の
質

問
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
双
方
向
性
の
情

報
機
能
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

　

居
宅
生
活
支
援
事
業

　

の
改
善
に
つ
い
て

　

難
病
患
者
の
生
活
の
質
の
向
上
を
目
指

し
た
福
祉
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
最

終
報
告
の
提
言
を
踏
ま
え
、
「
難
病
患
者

等
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
が
開
始
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
事
業
に
つ

３

い
て
は
、
本
来
の
事
業
目
的
を
達
成
す
る

観
点
か
ら
次
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
改
善

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

①

　

身
体
障
害
者
へ
の
対
応

　

本
事
業
は
、
身
体
障
害
者
の
認
定
を
受

け
て
い
る
者
を
全
て
給
付
の
対
象
か
ら
除

外
す
る
運
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

②

　

対
象
者
の
年
齢
制
限
の
見
直
し

　

本
事
業
は
、
対
象
者
を
1
8
歳
以
上
と
し
、

1
8
歳
未
満
の
患
者
を
除
外
し
て
い
る
こ

治
療
研
究
事
業
の
見

直
し
に
つ
い
て

　

剛

　

事
業
の
効
果

　

特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
は
、
一
定
の

医
療
機
関
で
の
継
続
的
な
診
療
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
り
、
臨
床
医
（
研
究
者
）
の

同
一
患
者
に
対
す
る
長
期
的
な
治
療
と
経

過
観
察
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
発
症

の
早
期
か
ら
の
受
療
を
促
進
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
き

た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

ア
、
特
定
疾
患
の
病
態
の
解
明
や
治
療
方

法
の
研
究
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
。

イ
、
対
象
疾
患
を
容
易
に
把
握
で
き
る
た

め
、
各
種
の
疫
学
調
査
に
よ
る
患
者
の
実

態
把
握
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
。

ウ
、
継
続
的
な
医
療
費
負
担
の
軽
減
に
よ

り
、
患
者
と
そ
の
家
族
の
社
会
生
活
を
支

　

回

援
し
て
き
た
こ
と
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｊ

エ
、
本
事
業
の
副
次
的
効
果
と
し
て
、
難

病
に
対
す
る
社
会
的
認
識
を
促
進
し
、
社

会
的
偏
見
の
除
去
に
寄
与
し
て
き
た
。

　

②

　

事
業
の
問
題
点

　

し
か
し
、
現
在
の
難
病
対
策
費
の
中
で

大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
本
事
業
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
本
事
業
費
が
「
科
学
試
験
研
究

費
補
助
金
」
で
あ
る
と
い
う
研
究
事
業
と

し
て
の
側
面
に
着
目
す
れ
ば
。

ア
、
具
体
的
な
奨
励
や
疫
学
的
な
デ
ー
タ

の
収
集
を
効
率
的
に
行
う
と
い
う
観
点

か
ら
み
て
、
効
率
的
と
い
え
る
か
。

イ
、
長
年
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
に
よ
り

対
症
療
法
等
が
進
歩
し
、
重
症
度
に
改
善

が
見
ら
れ
る
疾
患
を
他
の
重
症
度
の
高
い

疾
患
と
入
れ
替
え
る
等
の
取
捨
選
択
が
必

要
で
は
な
い
か
。

ウ
、
希
少
疾
患
の
奨
励
確
保
及
び
実
態
の

把
握
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
厳
し
い
財

政
状
況
の
中
、
医
療
保
険
各
法
に
お
け
る

医
療
費
の
患
者
負
担
分
を
全
額
公
費
で
負

担
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

　

次
に
、
治
療
が
困
難
で
あ
る
た
め
長
期

の
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
上
に
高

額
の
医
療
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
に
あ
る
患
者
の
社
会
生
活
を
支
援

1997- 9丿卜○玉
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す
る
た
め
に
患
者
の
医
療
費
の
負
担
削
減

を
図
る
と
い
う
本
事
業
の
福
祉
的
側
面
に

着
目
す
れ
ば
、

エ
、
多
く
の
難
治
性
疾
患
の
中
で
、
な
ぜ

一
部
の
特
定
疾
患
だ
け
を
公
費
負
担
医
療

と
す
る
の
か
。
他
の
難
治
性
疾
患
と
の
間

に
不
公
平
を
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。

オ
、
「
高
額
の
医
療
費
」
に
つ
い
て
の
基

準
の
設
定
、
若
し
く
は
患
者
の
所
得
水
準

等
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

力
、
事
業
開
始
四
半
世
紀
を
経
過
し
、
地

方
自
治
体
の
事
業
と
し
て
一
般
財
源
へ
移

行
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

圀

　

事
業
見
直
し
の
た
め
の

　
　
　

選
択
肢

　

以
上
の
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、
総
合

的
に
見
れ
ば
、
本
事
業
が
難
病
対
策
に
お

い
て
果
た
し
て
き
た
剛
の
意
義
は
依
然
と

し
て
失
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
事
業
は
我

が
国
独
自
の
施
策
で
あ
る
難
病
対
策
の
中

心
的
な
事
業
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
今
後
と
も
研
究
事
業
で
あ
る
こ

と
を
基
本
に
、
そ
の
福
祉
的
側
面
に
も
配

虚
し
な
が
ら
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
本

事
業
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
難
病
対
策

の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
上

記
閃
の
問
題
点
も
踏
ま
え
、
次
の
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

①

　

対
象
疾
患
の
見
直
し

　

研
究
費
の
効
率
的
な
活
用
と
い
う
観
点

か
ら
、
対
症
療
法
の
開
発
状
況
等
を
勘
案

し
、
希
少
性
や
難
治
性
が
相
対
的
に
低
下

し
た
と
思
わ
れ
る
疾
患
の
他
の
疾
患
と
の

入
れ
替
え
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
の
対
象
疾
患
の
評
価
と
取
捨

選
択
の
前
提
と
な
る
基
準
の
作
成
に
つ
い

て
は
、
既
に
最
終
報
告
に
お
い
て
、
提
言

が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
提
言
を
受
け
て
特
定
疾
患
対
策
懇

談
会
に
お
い
て
行
っ
た
検
討
に
お
い
て

は
、
対
象
疾
患
選
定
基
準
の
作
成
に
は
至

ら
な
か
っ
た
旨
の
報
告
を
同
懇
談
会
か
ら

受
け
て
い
る
（
平
成
９
年
３
月
1
9
日
：
特

定
疾
患
懇
談
会
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業

に
関
す
る
対
象
疾
患
検
討
部
会
報
告
）
が
、

今
後
と
も
中
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
検

討
す
べ
き
で
あ
る
考
え
る
。

②

　

対
象
疾
患
に
お
け
る
重
症
度
基
準
の

　

導
入

　

研
究
事
業
と
し
て
の
観
点
か
ら
は
、
重

症
度
の
低
い
患
者
も
対
象
と
し
て
実
態
の

把
握
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
対
症
療

法
の
開
発
に
進
歩
が
見
ら
れ
る
一
定
の
疾

患
に
つ
い
て
は
、
重
症
度
の
高
い
患
者
の

み
を
対
象
と
す
る
こ
と
や
重
症
度
に
応
じ

た
患
者
負
担
率
の
設
定
等
も
考
え
ら
れ
る

ず
と
こ
ろ
で
あ
り
、
た
だ
し
、
そ
の
実
施
の

た
め
に
は
対
象
疾
患
に
お
け
る
重
症
度
基

準
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
今
後
、
研
究

を
進
め
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

③

　

公
費
負
担
の
あ
り
方

　

前
記
②
の
ウ
で
指
摘
し
た
研
究
推
進
の

た
め
の
医
療
費
全
額
公
費
負
担
の
必
要
性

及
び
エ
で
指
摘
し
た
他
の
難
治
性
疾
患
患

者
と
の
社
会
的
公
平
の
問
題
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
毎
年
、
対
象
患
者
数
が
約
1
0

％
ず
つ
増
大
し
て
い
る
現
状
と
大
幅
な
難

病
対
策
予
算
の
伸
び
が
期
待
出
来
な
い
現

在
の
財
政
状
況
の
中
で
の
限
ら
れ
た
予
算

の
範
囲
内
で
、
対
象
疾
患
数
及
び
患
者
数

を
減
ら
さ
ず
、
他
の
重
症
難
病
患
者
の
追

加
指
定
の
要
請
に
も
対
処
し
、
か
つ
上
記

１
か
ら
３
で
指
摘
し
た
各
種
新
規
施
策
等

の
実
施
に
要
す
る
財
源
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
全
額
公

費
で
負
担
し
て
い
る
現
行
制
度
を
改
め
、

公
費
負
担
分
の
一
部
を
患
者
負
担
と
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

㈲

　

今
後
の
方
向

①

　

事
業
見
直
し
の
方
法

　

上
記
朗
で
指
摘
し
た
三
つ
の
選
択
肢
の

う
ち
、
①
及
び
②
の
選
択
肢
は
、
研
究
事

業
と
し
て
の
本
事
業
の
性
格
か
ら
見
れ
ば

適
切
な
考
え
方
で
あ
る
と
の
指
摘
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
審
議
の
過
程
で
意
見
を

聞
い
た
患
者
団
体
か
ら
は
患
者
の
実
態
等

か
ら
見
て
最
も
強
く
反
対
す
る
旨
の
意
見

が
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
実
施
の
た
め
に
は
な
お
一
定
の
研
究

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
③

の
全
額
公
費
負
担
の
見
直
し
を
行
う
こ
と

も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

全
額
公
費
負
担
の
見
直
し
を
行
う
場
合

は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
、
患
者
負
担
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
定

額
負
担
又
は
定
率
負
担
が
考
え
ら
れ
る

が
。
い
づ
れ
に
し
て
も
現
物
給
付
を
基
本

に
、
患
者
、
医
療
機
関
及
び
行
政
機
関
の

手
続
が
煩
雑
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
。

イ
、
患
者
負
担
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、

本
事
業
の
福
祉
的
側
面
に
も
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
忠
者
の
重
症
度
等

の
実
態
を
勘
案
し
つ
つ
、
本
来
患
者
が
負

担
す
べ
き
医
療
保
険
各
法
の
患
者
負
担
の

３
分
の
１
程
度
を
患
者
全
体
で
負
担
す
る

こ
と
を
限
度
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
あ

②

　

調
査
研
究
と
の
連
携

　

治
療
研
究
と
調
査
研
究
と
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
最
終
報
告
に
お
い
て
も
指
摘
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
事
業
対
象
者
に

関
す
る
情
報
の
体
系
的
な
整
備
に
つ
い
て

さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

①□づ○ヅ･1
９
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難病対策専門委員会報告に対する

　　　

共同アピール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全国患者団体連絡協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本患者・家族団体協議会

　

公衆衛生審議会成人病難病対策部会難病対策専門委員会はこのほど、難病の公費負担制度に患

者負担を導入するなどの「報告書」をまとめました。

　

私たち難病患者は原因が不明で治療法が確立されていない病気にかかり、長年にわたり、筆絶

に尽くせない肉体的精神的経済的苦しみを家族共々味わってきました。この長年の療養生活を支

えてきたものは、家族の介助・介護や医療関係者の努力とともに、国の難病対策の存在でした。

とくに治療費の公費負担制度は、病気により職を失うなど経済的に困難な生活を送らざるを得な

くなっている患者の療養生活を助けてきました。特定疾患調査研究事業などの難病研究事業は、

原因が分からない、一生涯治療法が確立されないと落ち込んでいた患者自身や家族に、少しずつ

希望を与えており、これら施策は患者、家族の大きな支えになっています。

　

しかし、25年間続いた難病の医療費公費負担制度（特定疾患治療研究事業）に一部患者負担を

導入するなどのこの度の提案は、国の難病対策に対する患者の信頼と期待を裏切り、冷水を浴び

せるものです。

　

一定の対症療法の開発が進んだものについては他の疾患と人替える、あるいは疾患に重症度を

設定して重症者だけに公費負担対象を限定したり、重症度に応じた患者負担率を設定する、治療

研究事業に患者負担を導入するなどの提案は国の難病対策を大幅に後退させるものです。

　

全難連、ＪＰＣはこの提案について十分検討、協議した結果、患者団体はこの提案には反対で

あるとの見解で一致しました。

　

私たちは、治療研究事業の患者負担導入に反対します。疾病の他の疾患との入替え、重症度基

準の導入などについても、同様に私たちは賛成できません。

　

その自己負担額がたとえ数千円程度、数％程度であったとしても、この額や率が将来ともに不

変であるとは誰からも保証されていません。そのことは、老人医療の患者負担額、高額療養費制

度の限度額、入院時食事療養費標準負担額、消費税率の推移などをみても明らかです。

　

患者負担の具体的な手段はまだ明らかにされていませんが、例え数千円で’も患者負担が導入さ

れることは患者・家族の生活をいっそう厳しいものにします。定率制で患者負担が導入されれば

数万円の負担になる患者もでてきます。この患者負担導入で受診を手控える患者もでてくるでし

ょう。そのことが患者の病状を悪化させないとはいいきれません。

　　

「今後とも研究事業であることを基本」としながらこの事業を「維持」するという報告の趣旨

と、その研究事業に患者負担を導入するという趣旨は大きく矛盾することにならないでしょうか。

国の難病対策の見直しは、「広範な患者対策の基盤となっている」都道府県独自の難病施策にも

重大な影響を与える可能性があります。

Jｐ●＠俸‐
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まして、「他の疾患との入替え」や「重症度基準の導入」「重症度に応じた患者負担率の設定」

によって特定疾患から外された患者は、９月からの医療保険制度改悪の影響もまともに受けて患

者負担は一気に増額するだけでなく、今後予定されるという医療保険制度の「抜本改革」の影響

も大きく受けることになり、患者の家計や医療に与える影響は重大です。

　

「厳しい財政状況」や「各種施策の財源確保」を理由とする、患者負担の導入や疾患はずし、

重症度基準の導入には私たちは強く反対します。

　

いま私たちが強く期待するのは、難病施策のいっそうの充実であり、原因の究明や治療法の確

立であり、難病患者が安心して治療を受けることのできる体制づくりであり、総合的な難病対策

です。

　

難病の公費負担の今年度予算総額は約186億円で、「３分の１程度を患者全体で負担」すると

いうことになれば来年度の国の予算は約60億円削減されます。この患者負担導入で約38万人の難

病患者が影響を受けることになります。また、来年度予算概算要求では、奨励補助金一律10％削

減の影響を受けて小児慢性特定疾患治療研究事業（子どもの難病医療費公費負担制度）が、制度

の見直しはないものの前年度より削減されたことと合わせて、今回の難病施策見直し案が、今後

他の公費医療制度に重大な影響をもたらすことを私たちは懸念します。

　

私たちはこのことを会内外に強く訴えるとともに、広く国民の皆さんが、厚生省による弱者い

じめに批判の世論を集中されることを合わせて訴えます。多くの難病患者団体の皆さんも大きく

声をあげることを訴えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1997年９月１日

　　　　　　　　　

（５団体／会員数約９万人／会長

　

武田治子）

〒102東京都千代田区富士見２一4 －9 －203　Tel 03 (3288) 8166/Fax 03 (3288) 0722

　

●全国筋無力症友の会●全国膠原病友の会●日本ＡＬＳ協会●全国多発性硬化症友の会●全国

　

腎臓病協議会

■日本患者・家族団体協議会

　　　　　　　　　

（37団体／会員数約23万人／代表幹事

　

伊藤たてお）

〒171東京都豊島区目白2－38－ 2紫山会ビル　Tel 03 (3985) 7591/Fax 03 (3985) 7598

　

●スモンの会全国連絡協議会●全国交通労働災害対策協議会●全国心臓病の子供を守る会●全

　

国腎臓病協議会●全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議会●全国低肺機能者団体協議会●全国

　

ハンセン病療養所入所者協議会●全国パーキンソン病友の会●日本オストミー協会●日本患者

　

同盟●日本肝臓病患者団体協議会●日本喘息患者会連絡会●もやもや病の患者家族の会

　

●北海道難病連●秋田県難病団体連絡協議会●山形県難病等団体連絡協議会●福島県難病団体

　

連絡協議会●茨城県難病団体連絡協議会●群馬県難病団体連絡協議会●長野県難病患者連絡協

　

議会●岐阜県難病団体連絡協議会●静岡県難病団体連絡協議会●愛知県難病団体連合会●滋賀

　

県難病連絡協議会●京都難病団体連絡協議会●大阪難病者団体連絡協議会●兵庫県難病団体連

　

絡協議会●奈良県難病連絡協議会●和歌山県難病団体連絡協議会●岡山県難病団体連絡協議会

　

●香川県難病患者・家族団体連絡協議会●愛媛県難病等患者団体連絡協議会●高知県難病団体

　

連絡協議会●佐賀県難病団体協議会●大分県難病団体連絡協議会●宮崎県難病団体連絡協議会

　

●鹿児島難病団体連絡協議会

５輿 1997- 9 。||・ｅΦ伸皿
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医
療
保
険
及
び
医
療
提
供
体
制
の

　
　
　
　

抜
本
的
改
革
の
方
向
（
厚
生
省
案
）

Ｉ
診
療
報
酬
体
系

―
、
基
本
的
な
考
え
方

○

　

現
行
の
診
療
報
酬
点
数
表
に
つ
い
て

は
、
累
次
の
診
療
報
酬
改
定
の
結
果
と
し

て
、
技
術
、
「
も
の
」
及
び
施
設
経
営
の

た
め
の
費
用
等
が
混
然
と
し
て
評
価
さ
れ

る
等
全
体
と
し
て
必
ず
し
も
均
衡
の
と
れ

た
体
系
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
過
剰
診

療
や
長
期
入
院
等
の
漫
然
診
療
に
な
り
や

す
い
と
い
っ
た
出
来
高
払
い
の
弊
害
が
あ

る
こ
と
、
年
々
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
の

問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

２
、
技
術
、
「
も
の
」
及
び
施
設
管
理
費

　

用
を
明
確
に
区
分
し
た
評
価
体
系

○

　

現
行
の
診
療
報
酬
体
系
で
は
、
技
術

の
評
価
が
不
明
瞭
、
不
十
分
で
は
な
い
か
、

医
薬
品
や
医
療
技
術
等
の
い
わ
ゆ
る
「
も

の
」
の
価
格
が
高
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、

医
療
機
関
に
お
け
る
施
設
整
備
等
の
投
資

的
費
川
や
維
持
管
理
経
費
に
対
す
る
評
価

が
不
明
確
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
課
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

３
、
医
療
機
関
の
機
能
に
応
じ
た
評
価
体

　

系
○

　

我
が
国
の
医
療
に
お
い
て
は
、
患
者

が
自
由
に
医
療
機
関
を
選
択
で
き
る
、
い

わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
が
碓
保
さ
れ
て

い
る
が
、
一
方
で
患
者
の
大
病
院
へ
の
集

中
や
は
し
ご
受
診
と
い
っ
た
弊
害
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

○

　

こ
の
た
め
、
入
院
と
外
来
を
区
分
す

る
等
、
医
療
機
関
の
機
能
に
ふ
さ
わ
し
い

診
療
報
酬
体
系
を
構
築
す
る
。

４
、
疾
患
の
特
性
に
着
目
し
た
評
価
体
系

○

　

急
性
疾
患
の
場
合
に
は
、
患
者
の
様

々
な
病
状
に
応
じ
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
評

価
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
わ
れ

た
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
て
診
療
報
酬
を

支
払
う
出
来
高
払
い
を
原
則
と
す
る
。

　

慢
性
疾
患
の
場
合
に
は
、
患
者
の
病
態

が
比
較
的
安
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
定

額
払
い
を
原
則
と
す
る
。

○

　

ま
た
、
現
在
の
一
般
病
床
で
は
、
集

中
的
な
医
療
を
行
う
こ
と
に
よ
り
早
期
に

退
院
で
き
る
急
性
疾
患
患
者
と
、
慢
性
疾

患
患
者
と
が
混
然
と
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
医
療
提
供
体
制
及
び
診
療
報

酬
両
面
に
お
い
て
、
急
性
期
病
床
と
慢
性

期
病
床
と
を
明
確
に
区
分
す
る
。

田
急
性
疾
患

○

　

入
院
医
療
に
つ
い
て
は
、
漫
然
診
療

７

を
防
ぎ
、
在
院
口
数
の
短
縮
化
を
図
る
観

点
か
ら
。
入
院
当
初
は
出
来
高
払
い
、
一

定
期
間
経
過
後
は
１
日
定
額
払
い
と
す
る

こ
と
を
原
則
と
す
る
。
な
お
、
医
療
内
容

が
定
型
的
な
疾
忠
の
場
合
に
は
、
入
院
当

初
か
ら
疾
患
ご
と
に
定
め
る
一
定
期
間
ま

で
を
、
１
件
当
た
り
定
額
払
い
と
す
る
。

○

　

外
来
医
療
に
つ
い
て
は
、
出
来
高
払

い
を
原
則
と
す
る
。

②
慢
性
疾
患

○

　

入
院
医
療
に
つ
い
て
は
、
１
日
定
額

払
い
を
原
則
と
す
る
。

○

　

外
来
医
療
に
つ
い
て
は
、
高
血
圧
、

糖
尿
病
、
高
脂
血
症
等
の
定
型
的
な
慢
性

疾
患
は
定
額
払
い
と
す
る
。

○

　

入
院
、
外
来
と
も
、
治
療
期
間
中
に

急
性
疾
患
を
併
発
し
た
場
合
等
に
は
、
患

者
の
病
態
に
応
じ
て
出
来
高
払
い
方
式
を

組
み
合
わ
せ
る
。

Ｈ
薬
価
基
準
制
度

―
、
基
本
的
な
考
え
方

○

　

現
行
の
薬
価
基
準
制
度
が
医
薬
品
の

価
格
を
公
定
価
格
と
し
て
定
め
て
い
る
た

め
に
、
い
わ
ゆ
る
薬
価
差
が
発
生
す
る
こ

と
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ

て
い
る
。

○

　

こ
の
た
め
、
医
薬
品
供
給
の
実
態
に

鑑
み
、
薬
価
基
準
制
度
を
廃
止
し
て
、
医

薬
品
の
価
格
に
つ
い
て
は
市
場
取
引
の
実

勢
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
医
療
保
険
か
ら

僻
還
す
る
基
準
額
は
、
市
場
の
実
勢
価
格

　

巧

を
基
本
と
し
て
定
め
る
新
た
な
仕
組
み
を

　

Ｉ

導
入
す
る
。

２
、
新
た
な
仕
組
み

○

　

医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
個
々

の
医
薬
品
に
い
て
従
来
の
薬
価
基
準
の
よ

う
な
公
定
価
格
は
定
め
な
い
こ
と
と
し
、

原
則
と
し
て
医
薬
品
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、

市
場
の
実
勢
価
格
を
基
本
に
医
療
保
険
か

ら
竹
迷
す
る
基
準
額
を
定
め
る
。

○

　

医
療
機
関
及
び
薬
局
が
償
還
基
準
額

を
上
回
る
価
格
で
降
人
し
た
医
薬
品
に
つ

い
て
は
、
そ
の
上
回
る
額
は
患
者
の
自
己

負
担
と
す
る
。
ま
た
、
償
還
基
準
額
を
下

回
る
価
格
で
購
入
し
た
医
薬
品
に
つ
い
て

は
、
そ
の
購
入
価
格
で
医
療
保
険
か
ら
仙

還
す
る
。

○

　

新
た
な
仕
組
み
の
導
入
に
伴
い
、
今

回
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
よ
り

導
入
さ
れ
た
薬
剤
定
額
一
部
負
担
は
廃
止

す
る
。給

付
と
負
担
の
公
平

Ｉ
医
療
保
険
の
制
度
体
系

　

〔
第
１
案
〕
（
制
度
の
一
本
化
に
よ
る
地

域
域
医
療
保
険
制
度
）

１
、
基
本
的
な
考
え
方

○

　

国
民
皆
保
険
制
度
を
堅
持
し
て
い
く

と
の
原
則
に
立
っ
て
、
職
城
保
険
で
あ
る

1997- 9大汗ＵＯ卜I',
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被
用
者
保
険
と
地
域
保
険
で
あ
る
国
保
と

を
統
合
し
、
都
道
府
県
を
単
位
と
す
る
地

域
医
療
保
険
制
度
と
す
る
。

○

　

高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
身
の

特
性
等
を
踏
ま
え
、
給
付
率
や
公
費
負
担

な
ど
に
一
般
の
加
入
者
と
は
別
途
の
取
扱

い
と
す
る
。

２
、
新
た
な
制
度
の
仕
組
み

○

　

す
べ
て
の
国
民
（
高
齢
者
を
含
む
）

が
加
人
す
る
新
た
な
地
域
医
療
保
険
制
度

創
設
す
る
。

３
、
保
険
者
等

　

（
Ａ
案
）

　

保
険
者
は
。
市
町
村
と
す
る
。
た
だ
し
、

実
質
的
な
財
政
単
位
は
都
道
府
県
と
し
、

原
則
と
し
て
同
一
部
道
府
県
内
の
市
町
村

に
お
い
て
は
同
一
の
保
険
料
率
と
な
る
よ

う
、
都
道
府
県
内
で
財
政
調
整
を
行
う
。

　

（
Ｂ
案
）

　

保
険
者
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
被
保
険
者
証
の
交
付
な
ど
の
適
用

事
務
。
保
険
料
徴
収
事
務
等
に
さ
い
て
は
、

市
町
村
に
委
託
す
る
。

○

　

年
齢
構
成
以
外
の
要
因
で
全
国
的
な

水
準
よ
り
も
医
療
費
が
高
い
都
道
府
県
に

あ
っ
て
は
、
適
正
化
努
力
を
促
す
た
め
、

都
道
府
県
が
そ
の
一
定
部
分
を
負
担
す
る
。

　

（
注
）
「
地
域
医
療
提
供
体
制
及
び
医
療

費
適
正
化
に
関
す
る
計
画
」
の
作
成

　

都
道
府
県
は
、
国
が
策
定
す
る
医
療
提

供
体
制
の
適
正
化
に
関
す
る
指
針
を
踏

ま
え
、
医
療
費
適
正
化
を
盛
り
込
ん
だ
地

域
医
療
適
正
化
の
た
め
の
計
画
を
作
成
す

る
。

４
、
被
保
険
者

○

　

被
保
険
者
は
、
各
都
道
府
県
内
の
市

町
村
に
居
住
す
る
者
と
す
る
。

５
、
保
険
給
付

　

（
Ａ
案
）

　

３
割
程
度
の
定
率
一
部
負
担
と
す
る
。

た
だ
し
。
大
病
院
の
外
来
は
５
割
程
度
の

定
率
一
部
負
担
と
す
る
。

　

（
Ｂ
案
）

　

か
か
っ
た
医
療
費
の
う
ち
一
定
額
ま
で

は
自
己
負
担
と
し
、
こ
れ
を
上
回
る
部
分

に
つ
い
て
は
保
険
給
付
の
対
象
と
す
る
。

保
険
給
付
の
対
象
部
分
に
対
し
て
は
、
定

率
の
一
部
負
担
を
適
用
す
る
。

　

（
Ａ
案
、
Ｂ
案
共
通
）

　

１
割
又
は
２
割
程
度
の
定
率
一
部
負
担

と
す
る
な
ど
、
一
部
負
担
率
に
つ
い
て
差

を
設
け
る
。
た
だ
し
、
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
加
入
者

と
同
一
の
負
担
と
す
る
。

○

　

患
者
の
所
得
に
応
じ
た
一
部
負
担
の

償
還
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
低
所
得
者
に

配
慮
し
た
措
置
を
講
ず
る
。

６
．
保
険
料
及
び
国
庫
負
担
等

○

　

現
行
の
国
保
の
保
険
料
賦
課
の
方
式

に
準
じ
て
徴
収
す
る
。
な
お
、
年
金
収
入

に
体
す
る
保
険
料
賦
課
に
つ
い
て
は
、
年

金
受
給
額
を
基
礎
と
し
て
徴
収
す
る
。

181

○

　

被
用
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
本

人
の
保
険
料
と
同
額
を
負
担
す
る
。
被
用

者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
国
保

に
お
け
る
給
付
費
の
１
／
２
国
庫
負
担
を

改
め
、
本
人
の
保
険
料
と
同
額
を
国
庫
が

負
担
す
る
。

○

　

高
齢
者
分
の
医
療
給
付
費
に
対
し
て

は
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、

３
割
程
度
の
公
費
負
担
を
行
う
。

７
、
都
道
府
県
間
に
お
け
る
調
整

○

　

都
道
府
県
間
に
お
け
る
年
齢
構
成
の

差
に
よ
る
医
療
費
格
差
及
び
所
得
格
差
に

い
て
は
、
公
平
、
公
正
の
観
点
か
ら
適
切

な
調
整
を
行
う
。

８
、
国
及
び
都
道
府
県
の
支
援

○

　

災
害
等
に
起
因
す
る
赤
字
分
に
つ
い

て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
が
保
健
者
を
支

援
す
る
。

　

〔
第
２
案
〕
（
被
用
者
保
健
と
国
保
の
二

　
　
　
　
　

本
建
て
土
局
齢
者
別
建
案
）

１
、
基
本
的
な
考
え
方

○

　

被
用
者
保
険
と
国
保
と
で
は
、
所
得

柿
足
の
実
態
に
体
す
る
国
民
の
意
識
や
保

険
料
徴
収
の
方
法
等
が
異
な
る
こ
と
な
ど

を
勘
案
し
、
現
行
の
被
用
者
保
険
と
国
保

の
二
本
建
て
制
度
と
す
る
。

○

　

高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
身
の

特
性
等
を
踏
ま
え
、
給
付
率
や
公
費
負
担

な
ど
に
つ
い
て
別
途
の
取
扱
い
と
す
る
別

建
て
の
制
度
と
す
る
。

２
、
新
た
な
制
度
の
仕
組
み

○

　

医
療
保
険
制
度
は
、
現
行
制
度
と
同

様
、
被
用
者
保
険
と
国
保
の
二
本
建
て
と

す
る
。

○

　

退
職
者
医
療
制
度
は
、
現
行
通
り
存

続
す
る
も
の
と
す
る
。

○

　

高
齢
者
の
別
建
て
制
度
は
、
次
の
「
Ｈ

高
齢
者
医
療
制
度
」
の
と
お
り
と
す
る
。

３
、
被
用
者
保
険
制
度

剛
保
険
者

○

　

現
行
通
り
、
政
管
健
保
、
健
保
組
合
、

共
済
組
合
、
船
員
保
険
と
す
る
。

閲
被
保
険
者

○

　

現
行
通
り
と
す
る
。

③
保
険
給
付

　

（
Ａ
案
）

　

３
割
程
度
の
定
率
一
部
負
担
と
す
る
。

た
だ
し
、
大
病
院
の
外
来
は
５
割
程
度
の

定
率
一
部
負
担
と
す
る
。

　

（
Ｂ
案
）

　

か
か
っ
た
医
療
費
の
う
ち
一
定
額
ま
で

は
自
己
負
担
と
し
、
こ
れ
を
上
回
る
部
分

に
つ
い
て
保
険
給
付
の
対
象
と
す
る
。
保

険
給
付
の
対
象
部
分
に
対
し
て
は
、
定
率

の
一
部
負
担
を
適
用
す
る
。

○

　

患
者
の
所
得
に
応
じ
た
一
部
負
担
の

償
還
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
低
所
得
者
に

配
慮
し
た
措
置
を
講
ず
る
。

㈲
保
険
料

○

　

被
保
険
者
間
の
保
険
料
負
担
の
公
平

を
図
る
た
め
、
総
報
酬
を
基
礎
と
し
て
保

険
料
を
徴
収
す
る
。

☆Ｏﾃﾞ㈲片白1997- 9引６
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⑤
各
保
険
者
間
の
調
整

○

　

政
管
健
保
、
健
保
組
合
、
共
済
組
合
、

船
員
保
険
間
の
所
得
格
差
に
着
目
し
た
調

整
を
行
う
。

○

　

こ
れ
に
伴
い
、
政
管
健
保
の
国
庫
補

助
は
廃
止
す
る
。

４
、
国
保
制
度

剛
保
険
者
等

○

　

現
行
ど
お
り
、
市
町
村
及
び
国
保
組

合
と
す
る
。

○

　

年
齢
構
成
以
外
の
要
因
で
全
国
的
な

水
準
よ
り
も
医
療
費
が
高
い
都
道
府
県
に

あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
が
そ
の
一
定
部
分

を
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
１
案

と
同
じ
。
な
お
、
「
地
域
医
療
提
供
体
制

及
び
医
療
費
適
正
化
に
関
す
る
計
画
」
の

作
成
に
つ
い
て
も
。
第
１
案
と
同
じ
。

関
保
険
給
付

○

　

被
用
者
保
険
と
同
じ
に
す
る
。

③
保
険
料

○

　

原
則
と
し
て
現
行
の
保
険
料
賦
課
の

方
式
と
同
じ
、
な
お
、
年
金
収
入
に
対
す

る
保
険
料
賦
課
に
つ
い
て
は
、
年
金
受
給

額
を
基
礎
と
し
て
徴
収
す
る
。

㈲
都
道
府
県
内
及
び
都
道
府
県
間
等
に
お

　

け
る
調
整

○

　

原
則
と
し
て
同
一
都
道
府
県
内
の
市

町
村
に
お
い
て
は
同
一
の
保
険
料
率
と
な

る
よ
う
、
都
道
府
県
内
で
財
政
調
整
を
行

う
。
都
道
府
県
間
に
お
け
る
年
齢
構
成
の

差
に
よ
る
医
療
費
格
差
及
び
所
得
格
差
に

つ
い
て
は
、
適
切
な
調
整
を
行
う
。
都
道

府
県
と
国
保
組
合
と
の
間
に
お
い
て
も
同

様
の
調
整
を
行
う
。

閤
国
庫
負
担

○

　

現
行
の
国
保
に
お
け
る
給
付
費
の
１

／
２
国
庫
負
担
を
改
め
、
保
険
料
と
同
額

を
国
庫
が
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
国
保
組

合
に
加
入
し
て
い
る
被
用
者
に
つ
い
て
は
、

事
業
主
が
被
用
者
の
保
険
料
と
同
額
を
負

担
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
国

庫
補
助
は
行
わ
な
い
。

㈲
国
及
び
都
道
府
県
の
支
援

○

　

災
害
等
に
起
因
す
る
赤
字
分
に
つ
い

て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
が
保
険
者
を
支

援
す
る
。

５
、
被

の

　

間
に
お
け
る
調
整

○

　

被
用
者
保
険
制
度
と
国
保
制
度
と
の

間
で
、
加
入
者
の
年
齢
構
成
の
差
に
よ
る

医
療
費
格
差
に
着
目
し
た
調
整
を
行
う
。

Ｈ
高
齢
者
医
療
制
度

１
、
基
本
的
な
考
え
方

○

　

高
齢
者
の
医
療
に
つ
い
て
は
、
心
身

の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
給
付
率
や
公
費
負

担
な
ど
に
つ
い
て
若
年
者
と
は
別
途
の
取

扱
い
を
行
う
こ
と
と
し
、
各
医
療
保
険
制

度
を
通
じ
公
平
に
高
齢
者
医
療
費
を
分
担

す
る
別
建
て
の
制
度
と
す
る
。

○

　

高
齢
者
は
実
所
得
に
応
じ
た
適
正
な

負
担
を
行
う
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け

･9.

で
高
齢
者
医
療
費
全
て
を
賄
う
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
公
費
負
担
及
び
世
代
問
連
帯

の
考
え
方
に
立
っ
た
若
年
世
代
の
負
担
を

求
め
る
。

２
、
新
た
な
制
度
の
仕
組
み

○

　

新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
若
年

者
の
医
療
保
険
制
度
と
は
別
建
て
と
し
、

高
齢
者
が
負
担
す
る
保
険
料
は
、
全
額
高

齢
者
医
療
費
に
充
て
る
。

　

（
Ａ
案
）

　

独
立
の
保
険
制
度
と
す
る
。

　

（
Ｂ
案
）

　

市
町
村
が
各
保
険
者
の
共
同

事
業
と
し
て
、
高
齢
者
の
医
療
を
給
付
す

る
。
高
齢
者
は
国
保
又
は
被
用
者
保
険
に

加
入
す
る
が
、
そ
の
保
険
料
は
若
年
者
の

保
険
料
と
区
分
す
る
。

３
、
対
象
者

○

　

7
0
歳
以
上
の
者
及
び
6
5
歳
以
上
の
寝

た
き
り
等
の
状
態
に
あ
る
者
と
す
る
。

４
、
保
険
給
付

Ｏ

　

Ｉ
割
又
は
２
割
程
度
の
定
率
一
部
負

担
と
す
る
な
ど
、
一
部
負
担
率
に
つ
い
て

若
年
者
と
差
を
設
け
る
。
た
だ
し
、
一
定

以
上
の
所
得
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
若

年
者
と
同
一
の
負
担
と
す
る
。

○

　

患
者
の
所
得
に
応
じ
た
一
部
負
担
の

償
還
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
低
所
得
者
に

配
慮
し
た
措
置
を
講
ず
る
。

５
、
保
険
料

○

　

全
て
の
高
齢
者
に
つ
い
て
保
険
料
を

徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
全
額
を
高
齢

者
医
療
費
に
充
て
る
。
な
お
、
年
金
収
入

に
体
す
る
保
険
料
賦
課
に
つ
い
て
は
、
年

金
受
給
額
を
基
礎
と
し
て
徴
収
す
る
。

６
、
公
費
負
担

○

　

公
費
負
担
の
割
合
は
、
現
行
の
老
人

保
健
制
度
と
同
様
に
、
給
付
費
の
３
割
程

度
と
す
る
。

７
、
若
年
世
代
負
担

　

○

　

若
年
世
代
の
負
担
は
、
稼
得
階
・
層

　

（
2
0
～
6
9
歳
）
の
加
入
者
数
を
基
礎
と

し
て
各
保
険
者
に
按
分
す
る
。

　

（
注
）
各
保
険
者
に
按
分
さ
れ
る
若
年
世

代
負
担
に
つ
い
て
は
、
被
用
者
保
険
間
及

び
国
保
間
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
よ
り
、
所

得
格
差
に
着
目
し
た
調
整
が
行
わ
れ
る
。

８
、
医
療
費
適
正
化
の
た
め
の
措
置

○

　

全
国
的
な
水
準
よ
り
も
高
齢
者
医
療

費
が
高
い
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
適

正
化
途
力
を
促
す
た
め
、
都
道
府
県
が
そ

の
一
定
部
分
を
負
担
す
る
。

政
府
与
党
も
改
悪
案

　

厚
生
省
の
医
療
保
険
制
度
抜
本
改
革
案

を
受
け
て
、
政
府
与
党
は
「
二
十
一
世
紀

の
国
民
医
療
（
良
質
な
医
療
と
皆
保
険
制

度
確
保
へ
の
指
針
）
」
を
発
表
し
ま
し
た
。

今
年
９
月
か
ら
の
医
療
保
険
制
度
改
悪
に

続
き
、
審
議
会
等
を
経
て
次
の
国
会
に
こ

の
「
改
革
法
案
」
を
提
案
し
、
一
層
の
医

療
保
険
制
度
改
悪
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

5471997- 9川＋０□･（



一
九
七
六
年
二
月
二
十
五
目
第
三
種
郵
便
Ｊ

Ｓ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
通
巻
三
〇
二
二
号
（
毎
週
月
・
火
・

木可
・
金
発
行
）

賃
餅
詰
四
言
鰍
俗
談
迂
雀
１
三
百
円

1976年2 H2r)iI第二種郵便物認可dim 'IIn!月咄・火11か木曜・企1収発行) S S K 0　通巻:≪i22号　1997年８月川'1発行

訪匹／

医療保障の後退

　　　

おおさか

97年I1月15・1/6日

大阪リバーサイ|ドホテル
〒534

　

大阪市都島区中野町2 －12－30

　

今
年
６
月
に
東
京
で
結
成
総
会
を
開
い

た
、
全
国
脊
柱
靭
帯
骨
化
症
忠
者
家
族
連

絡
協
議
会
（
略
称
・
金
脊
柱
連
）
か
ら
新

規
加
盟
の
申
込
み
が
あ
り
、
７
月
に
開
か

れ
た
第
1
6
回
幹
事
会
で
加
盟
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

　

全
脊
柱
辿
は
、
各
県
に
そ
れ
ぞ
れ
組
織

さ
れ
て
い
た
後
縦
靭
帯
骨
化
症
友
の
会
が

中
心
と
な
っ
て
、
新
た
に
靭
帯
骨
化
症
を

広
く
解
釈
し
、
全
国
患
者
会
と
し
て
発
足

さ
せ
た
も
の
で
、
多
く
の
仲
間
の
結
集
を

呼
か
け
て
い
ま
す
。

　

暑
い
季
節
に
も
か
か
わ

ら
ず
。
難
病
患
者
の
心
胆

を
寒
か
ら
し
め
る
「
見
直

し
」
が
強
行
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
い
ま
こ
そ
仲

間
の
強
い
団
結
を
！
・

５４８

全
脊
柱
連
の

加
盟
で
3
7
団
体
に

　

会
長
は
杉
山
清
美
（
北
海
道
）
さ
ん
、

事
務
局
長
は
青
沼
三
郎
（
神
奈
川
県
）
さ

ん
で
す
。

事
務
局
ユ
T
2
4
5

　

横
浜
市
泉
区
和
泉
町
1

5
0
3

　

青
沼
方

剔
０
４
５
－
８
０
３
－
4
L
r
:
　
C
N
]

t
£
?

　

全
脊
柱
連
の
加
盟
で
、
全
国
疾
病
団
体

は
1
3
団
体
と
な
り
、
地
域
難
病
連
と
あ
わ

せ
て
加
盟
団
体
は
3
7
と
な
り
ま
し
た
。

記念講演．「かレテ開示と

　

患者中心の地域医療」

１

　　

橋本忠雄医師

(橋本クリニック院長)

年
度
は
も
う
一
回
り
大
き
な
運
動
を
展
開

分科会

　

★患者会活動の強化と

　　　　　

難病センター建設をめざして

　　　　

★難病対策と

　　　　　

地域の医療をめぐって

　　　　

★医療保障拡充のために

　　　　

★小児の医療と生活をめぐって

　

総
合
的
難
病
対
策
の
早
期
確
立

を
求
め
る
国
会
請
願
署
名
川
紙
が

出
来
上
が
り
ま
し
た
。
す
で
に
各

団
体
に
送
付
し
て
あ
り
ま
す
。
今

総合的難病対

策の確立

連続採択向け

署名運動を

総合的難病対策の

～ ミ ● ･ ● ● - ﾐ ~ - ･ ● l j l ･ ･ 4 ● W ･ ･ ｢ ' 4 ← - S “ ･ ゝ ･ - ﾐ = ● I

早期建立を要里し
豊かな医療と福祉の

し
、
私
た
ち
の
要
望
を
直
接
国
会
へ
届
け

ま
し
ょ
う
。
不
足
で
し
た
ら
事
務
局
へ
。

実現をめざし
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